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意外な盲点？ 職場で気をつけたい同性間のセクハラ問題 

 

◆指針改正により同性間の行為もセクハラの対象に 

セクハラ行為の禁止は、男女雇用機会均等法（以下、「均等法」という）の 1997 年改正

で関連規定が設けられました。その後、改正によりセクハラ対策の強化や男女差別の範囲

の見直しなどが図られていますが、今年７月１日より施行規則と指針が改正されました。 

改正項目は多岐にわたりますが、企業においてトラブルに発展するケースが多いセクハ

ラについて、新たに同性間の行為が対象に含まれることとなりました。 

 

◆同性間におけるセクハラの具体例 

例えば、「恋バナ」や結婚生活が話題になったときに、「最近彼氏（彼女）とどう？」と

か「お子さんの予定は？」といった質問を耳にしたことはないでしょうか？ 

こうした質問は、いかにも性的な言動や要求ではないことからセクハラに当たると認識

していない方もいらっしゃると思いますが、言われた本人が不快に感じれば「セクハラを

受けた」としてトラブルになりかねないリスクを孕んでいます。 

 

◆企業がとるべき対策は？ 

均等法で「性別を理由とする差別」や「セクハラ行為」等が禁止されていることは、す

でに多くの方が認識されていることでしょう。 

しかしながら、改正等により新たに禁止の対象とされたことについては、個々の従業員

が自ら把握することは難しく、研修等の場で具体例を示されて初めて理解することのほう

が多いのではないでしょうか。 

企業においては、一旦トラブルが発生すれば当事者間の問題にとどまらず使用者責任を

問われかねないリスクがあることを踏まえ、トラブルの未然防止の観点からも、関連規定

の見直しや社内研修、万が一トラブルが発生した場合の相談体制のチェック等を実施して

おくべきでしょう。 
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大人気！「キャリアアップ助成金」の概要 

 

◆大人気の助成金 

平成 25年度から始まった「キャリアアップ助成金」ですが、受給の要件となる「キャリアアップ

計画」の作成・認定企業数が厚生労働省の予想を大幅に超えているそうです。 

ここでは、どのような助成金なのかを簡単に見ていきます。 

 

◆助成金の概要（６つのコース） 

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の

労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、「正規雇用への転換」、「人材育成」、「処遇改

善」等の取組みを実施した事業主に対して支給されるもので、次の６コースがあります。 

（１）正規雇用等転換コース 

（２）人材育成コース 

（３）処遇改善コース 

（４）健康管理コース 

（５）短時間正社員コース 

（６）短時間労働者の週所定労働時間延長コース 

なお、コースによっては、平成 26 年３月１日から平成 28 年３月 31 日までの間は、支給額の増

額、要件の緩和の措置がとられています。 

 

◆「キャリアアップ計画」とは？ 

受給にあたりまず必要となるのが「キャリアアップ計画」の作成ですが、この「キャリアアップ

計画」とは、有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを計画的に進めるため、おおまか

な取り組みイメージ（対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取組み）をあらか

じめ記載するものです。 

 

◆様々な要件、書類が必要 

「キャリアアップ計画」の作成・提出後にはコースごとに様々な要件があり、書類の提出も必要と

なります。厚生労働省ホームページにも詳しい内容が記載されています。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.h

tml 

ただ、一読するだけではなかなか理解しにくいかもしれません。ご興味のある方は、お気軽に当

事務所あてにお尋ねください。 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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８月１日より失業給付の支給額が変わりました 

 

◆2013年より若干の引下げ 

離職者に支給される雇用保険の失業手当の額は、毎年、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減

によって毎年８月１日にその額が変更されますが、2014年度は、2013年度の平均定期給与額が前年

比で約 0.2％減少したことから、全体に若干の引下げとなりました。 

 

◆変更後の支給額 

失業手当の日額は年齢に応じて上限額が定められており、下限額は全年齢共通で定められていま

す。 

上限額は、29歳以下の方は 6,390円（15円減額）、30～44歳の方は 7,100円（15円減額）、45～

59歳の方は 7,805円（25円減額）、60～64歳の方は 6,709円（14円減額）となっています。 

下限額は、1,840円（８円減額）です。 

なお、実際に支給される日額は、離職時の賃金日額に 50～80％の給付率を掛けて算出されます。 

失業手当は、失業認定期間（28 日）中に自己の労働による収入がある場合、収入を得た日につい

ては減額支給されることとなりますが、この控除額も 1,286円（３円減額）と、引き下げられていま

す。 

 

◆就業促進手当の上限額も引下げ 

再就職手当・常用就職支度手当の算定における失業手当の日額の上限額は、59歳以下の方は 5,825

円（15円減額）、60～64歳の方は 4,720円（９円減額）となります。 

就業手当の１日当たり支給額の上限額は、59 歳以下の方は 1,747 円（５円減額）、60～64 歳の方

は 1,416円（２円減額）となります。 

 

◆高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額も引下げ 

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上 65歳未満の各月の賃金が 60歳時点の賃金の 61％以下

に低下した場合は各月の賃金の 15％相当額、60歳時点の賃金の 61％超 75％未満に低下した場合は、

その低下率に応じて各月の賃金の 15％相当額未満の額となり、支給限度額を超えて賃金が支給され

た場合には支給されません。 

この支給限度額が、340,761円（781円減額）となっています。 
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厚生年金未加入企業への指導が強化されます！ 

 

◆「加入逃れ」の防止 

政府は、厚生年金保険の加入逃れを防ぐため、国税庁が持つ企業の納付情報から未加入企業を割

り出し、指導を強化することを決めました。来春にも着手するとしています。 

もし、加入指導されたにもかかわらず、これに応じない場合は、法的措置により強制的に加入と

なることもあるようです。 

 

◆厚生年金の未加入問題とは？ 

厚生年金は、正社員や一定以上の労働時間（正社員の労働時間の概ね４分の３以上）があるパー

ト従業員やアルバイトが強制加入となり、事業主は加入を義務付けられています。 

しかし、従業員と折半となる保険料の負担を逃れようと届出をしない企業があり、問題となって

いるのです。 

特に、パート・アルバイトを多く使用している企業の場合は、ルール通りに加入させると保険料

負担が過大なものとなり、企業経営を圧迫するという事情があります。 

ただ、企業が厚生年金に未加入の場合、従業員は保険料が全額自己負担の国民年金に加入するほ

かなく、厚生年金と比べ将来もらえる年金額も減ってしまいます。 

 

◆これまでの調査と何が違うの？ 

“国税庁が保有するデータを使って、未加入企業を割り出す”ということです。 

これまで、厚生労働省は法人登記されている約 449 万社の中から未加入企業の調査をすすめてい

ましたが、中には倒産していたり、休眠状態だったりする例も多くあることから、特定作業はスム

ーズにいきませんでした。 

しかし、国税庁が保有するデータは「税金を納めている＝実際に企業活動をしている」というこ

とになり、特定作業が容易になるのです。 

 

 

 オフィス石野よりひとこと 

 秋の到来…というには、まだ少し早い気もしますが、早めにご注意いただきたいのが【最低賃金】。 

 都道府県ごとに毎年 10月前後に最低賃金が改定されますが、今年もその予定が出揃いました。 

 すべての都道府県の予定は、以下からご確認いただけますが、 

http://of-i.jp/news/documents/H26saitin.pdf  

 ・愛知県 ８００円 （２０円の引き上げ） 

 ・三重県 ７５３円 （１６円の引き上げ） 

 ・岐阜県 ７３８円 （１４円の引き上げ） 

となっています。いずれも 10月 1日からの適用となりますので、くれぐれもご注意ください！！ 

http://of-i.jp/news/documents/H26saitin.pdf

